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観光客入り込み数の推移　（ニセコ町商工観光課調べ） 

ニセコ町の観光客入り込み総数は、コロナ禍前、海外からの観光客や道の駅などの入込増加により過去最大級

の入込状況にあった。季節で見ると、1999（平成１１）年度から夏と冬の入り込み数が逆転しており、かつてのスキ

ー場中心だったニセコの観光に変化が見られたが、2014（平成２４）年以降、ニセコのパウダースノーをはじめとす

るスノーリゾートの魅力が再び注目を浴び、海外からの冬の入り込み数が増加し、夏冬拮抗した入込となっている。 

2020・2021（令和 2・3）年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた。 

2022（令和 4 年）年度観光客入り込み状況　（ニセコ町商工観光課調べ） 

これまでニセコでの観光客入り込み数の特徴は、１月と８月にピークを持つ二峰型であった。スキーシーズンの冬と、

様々なアウトドアスポーツを楽しむことができる夏にニセコの魅力を感じる人が多いと考えられる。またニセコの温泉

の魅力も国内外から注目されている。令和 2・3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた。 

ニセコ町の観光
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外国人外国人宿泊客の状況　（ニセコ町商工観光課調べ）　

※参考（コロナ禍前と比較）

令和元年度訪日外国人宿泊延べ数

合計 160,084 人

＜上位 5 カ国＞

1 位　中国　 　67,764 人 
２位　香港　 　13,249 人 
３位　ｵｰｽﾄﾗﾘｱ　 11,600 人 
４位　ｱﾒﾘｶ　 　10,846 人 

5 位　韓国　 　10,359 人 

ニセコ町への外国人宿泊客（延べ）数は、不況や災害などによる影響を除くと、コロナ禍前まで、右肩上がりを継

続していた。国別の状況を見ると、特にアジア、オセアニアからの来訪者が多く、近年は東南アジアや欧米諸国か

らの入込も増加していた。全国的に好調なインバウンドではあったが、ニセコ町においては、継続的な海外向けのプ

ロモーションやこまめな情報発信などにより、ニセコエリアのスノーリゾートとしての認知度が上がったことが主な要因

と推測される。 

各年度（4月～3月）外国人観光客宿泊客の推移
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巻末資料その１　ニセコ町を取り上げた書籍

ニセコのまちづくりは、さまざまな出版でも紹介されています。その一部をご紹介します。

■自治基本条例に関するもの

○自治基本条例は活きているか？

まちづくり基本条例が制定されてから 10 年を振り返り検証

著書：木佐茂男・片山健也・名塚昭　出版社：公人の友社

定価 2,730 円　ISBN:9784875556008

○「わたしたちのまちの憲法」－ニセコ町の挑戦－

ニセコ町まちづくり基本条例の制定過程が分かります。

編著：逢坂誠二・木佐茂男　出版社：日本経済評論社　定価：2,100 円（税込） 

発売：2003.3　ISBN:4818815020 

○北海道行政基本条例論（地方自治土曜講座ブックレット　No.87）

著者：神原　勝（北海学園大学教授）　発行：北海道町村会　出版：公人の友社

定価 1,100 円　ISBN:4875553803

■ニセコ町職員による出稿等

○情報共有と自治体改革（地方自治土曜講座ブックレット　No.72）

著者：片山健也　発行：北海道町村会　出版：公人の友社

定価 1,000 円　ISBN:4875553668

○まちづくり基本条例のその後（季刊・自治体法務研究　2005 年冬号）

著者：加藤紀孝　発行：ぎょうせい

○連合自治の可能性を求めて（地方自治土曜講座ブックレット　No.109）

発行：北海道町村会　出版：公人の友社

定価 1,000 円　ISBN:4875553978 

○寄付によるまちづくりへの参加とは（自治体法務ナビ　No.２ 2005 年）

著者：福村一広　発行：第一法規

○流域連携による尻別川の環境保全（自治体法務ナビ　No.14 2006 年）

著者：加藤紀孝　発行：第一法規

■逢坂誠二氏（前ニセコ町長）　関連

○「町長室日記」－逢坂誠二の眼－

出版社：柏艪舎　定価：1,600 円（税込）　発売：2004.8

ISBN4-434-04724-8

○自治体再生へ舵をとれ

著者：福岡 政行・逢坂 誠二ほか 4 人　出版社:学陽書房　価格：￥1,680（税込）

発売日 2002.6  ISBN: 4313161031

このほかにも、「月刊　地方自治職員研修」（発行：公職研）、「自治体法務ＮＡＶＩ」（発行：第一法規）などの雑

誌にも多く取り上げられています。 
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巻末資料その２　ニセコ町まちづくり基本条例の概説

「ニセコ町まちづくり基本条例」の概説です。 

条文ごとの解説は、ニセコ町公式ウェブサイトに掲載してありますので、そちらをご覧ください。 

まちづくり基本条例のページ 

https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/keikaku/machizukuri_jorei/machizukuri_jorei/ 

○｢自治基本条例｣としての性格

 　本条例は、「自治」の「基本」となる意味で「自治基本条例」の概念を持つものである。「自治基本条例」は、憲法

その他国法に準ずべきものがなく、地方分権を進める中での新たな概念である。住民の権利保護やそのための制

度保障など、自治実現のための基本となる条例として、また、自治の本旨（住民自治及び団体自治）を法的側面

から支える条例として期待される。今後この概念を自治のさまざまな実践の中で定着させていくことが、最も重要

である。 

○「基本条例ありき」ではないニセコ

自治基本条例制定の動きは、ともすれば条例制定そのものが最終目的にすりかわる危険性を持っている。本町

では、これまでのさまざまな取組みを法令で裏打ちするために本条例を制定したのであり、条例制定は自治の実

践が基盤にあってこそ可能である。

従って、本条例に盛り込まれた制度すべてを新たに運用するものではない。既に運用されている制度も多い。 

○町民憲章との違い

本条例が基本理念だけを規定したものであれば、町民憲章と変わらない。また、制度だけを規定したものであれ

ば、「基本」とすべき意味がない。本条例は、理念、制度共に盛り込まれた総合的な条例であり、特にわたしたち

町民の権利を明示し保護する点、従来の町民憲章とは性質を異にするものである。そもそも、本条例が理念条例

か制度条例かという分類にはなじまない。

○「育てる条例」としての位置づけ

本条例は、時代や社会経済の状況に応じ、わたしたち町民で「育てていく条例」である。本条例第５５条におい

て、他の条例が本条例を尊重する規定（本町における条例の中の最高法規的性格）を技術的に担保しているが、

本条例そのものの改廃については他の条例と同じ手続きを踏むものであり、「育てる」ことを妨げてはいない。

○条例に罰則はつきものか

本条例に罰則はない。社会一般に「条例」というと、「住民を縛りつけ、違反者は罰せられる」という捉え方をされ

がちである。本条例は自治の基本となるものであるため、条例の実効性は、わたしたち町民自らが実践することに

より保つものであり、そこにおいては罰則を必要としない。 

○「自治基本条例」という名称について

　　「まちづくり憲法」「まちづくりのきまり」など、より分かり易い条例の名称の検討が今後必要である。本条例に

「条例」と名付ける必要があるのかという疑問が残ったが、「住民自治＝まちづくり」と捉え、「まちづくり基本条例」

とした。 

○本条例の運用により何が変わるのか

目に見えて変わることは少ない。いままでのニセコの取組みや実践を法令で裏打ちするためのものであり、町民

の権利が侵害されたときに大きな力を発揮するこことなる。

まちづくりのためのしくみを具体的な権利や制度として定めたものであり、わたしたち町民自らの運用次第で、

ニセコのまちづくりそのものも大きく変わる。
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○「自治基本条例」が「条例」としてこだわる理由

　本条例の性格から、「規則や要綱という形をとってもよいではないか」という議論がある。議会、そして町全体で

議論して初めて町の憲法的性格を持つ存在となるため、町長の執行権内に留まる「規則」では、こうした存在と

なり得ない。 

そもそも、本条例の制定意図は、まちづくりのための基本的な考え方やしくみを定めるものであり、自治の理念

を町の姿勢として明確に持つためのものである。そのためには、自治体独自の最高法令である「条例」として制定

することが必要である。 

○本条例の下に規則や要綱を整備しない理由

　自治体の「憲法」として本条例を考えると、理念と制度が混在する本条例に付随する規則や要綱は、かえって

法令の体系を複雑化するだけであり、わたしたち町民にとっても分かりにくいものとなるため必要としない。一方

で、本条例第５６条に規定する分野別の基本条例整備は、条例全体の体系化を進めるために必要となる。 

○自治体「憲法」としての性格

本条例のような自治基本条例が、自治体のいわば「憲法」としての性格を持つという考え方の背景には、以下

の２つの考え方がある。本条例は以下２つの考え方の両面を持ち、どちらにあてはまるかの判断は行っていない。

Ａ　最高法規説～自治基本条例は個別条例や基本構想の上位に位置する最高法規（規範）として、名実共に自

治体の最高条例とする考え方。（条例ピラミッドの頂点に自治基本条例が位置するという考え

方。） 

　Ｂ　「串刺し」説～自治基本条例は個別条例や基本構想と並列であるが、それぞれのよって立つべき基本理念や

原則を総合的に規定し、いわば串刺し的にそれぞれを貫くという考え方。 

＜概念図＞ 

○「議会基本条例」及び「行政基本条例」としての性格

　議会議員が町民からの信託をもとに活動を行うとき、また、町職員がまちづくりの「専門スタッフ」として仕事を

進めるとき、本条例は、そのよって立つべき基本法令としての性格を併せ持っている。 

※ 議会に関する規定（第６章）は、本条例の一次改正（平成１７年１２月）により追加。

作成　北海道ニセコ町　〒048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見 55 番地 

　TEL0136-44-2121　FAX0136-44-3500　公式ウェブサイト　https://www.town.niseko.lg.jp/ 

■この資料のお問い合わせ／企画環境課広報広聴係　担当＝大野・青木

メール　koho@town.niseko.ｌｇ.jp

mailto:koho@town.niseko
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情
報

共
有

と
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民
参

加
の

２
大

原
則

各 種 基 本 条 例 の 制 定

コ ミ ュ ニ テ ィ 支 援

政 策 提 言 、 立 法 活 動

会 期 外 活 動 、 政 策 会 議

討 議 、 反 問 権

財 産 管 理 計 画

財 産 状 況 の 公 表

予 算 編 成 の 透 明 性

町 民 参 加 に よ る 評 価

行 政 評 価 （ 政 策 ・ 人 事 ）

【 町 民 が 育 て る 条 例 】

本 条 例 の 見 直 し

（ ４ 年 に 一 度 ）

町 民 投 票 制 度

（ 投 票 結 果 取 扱 の 事

前 明 示 ）

自 治 の 連 携 、 広 域 自 治

（ 自 治 体 、 ニ セ コ フ ァ ン ）

条 例 制 定 等 に お け る

参 加
参 加 結 果 の 議 会 報 告

計 画 進 行 状 況 の 定 時

公 表
計 画 案 の パ ブ リ ッ ク

コ メ ン ト

計 画 参 加 手 続

行 政 手 続

委 員 公 募

第 三 者 機 関 設 置

特 別 職 就 任 時 の 宣 誓

意 見 ・ 要 望 ・ 苦 情 等 対 応

「 ま ち づ く り

専 門 ス タ ッ フ 」 に よ る

政 策 法 務

理 念 原 則 条 項 制 度 条 項 具 体 制 度
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